
    議  第    ２０ 号   

令和５年 ３月２３日提出   

 

   熊本市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改

正について 

 

 熊本市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を次のように

改正したいので議決を求める。 

 

熊本市教育長  遠 藤 洋 路   

 

 

   熊本市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正す

る規則 

 

 熊本市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則（平成２４年教育委

員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条の表スポーツ振興課長の款の次に次のように加える。 

みどり公園課長 (1) 学校の高木管理に関すること。 

(2) 学校林の維持管理に関すること。 

花とみどり協働課長 学校緑化コンクールに関すること。 

 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

（提出理由） 

令和５年４月１日付け組織改編等に伴い、所要の改正を行う必要があることから、

熊本市教育委員会教育長事務委任等規則（昭和２７年教育委員会規則第６号）第１条

第８号の規定に基づき、議決を求めるものである。 
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熊本市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則（平成２４年教育委員会規則第４号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 備考 

○熊本市教育委員会の権限に属する事務の補助

執行に関する規則〔教育政策課〕 

○熊本市教育委員会の権限に属する事務の補助

執行に関する規則〔教育政策課〕 

 

平成２４年１月２６日 平成２４年１月２６日  

教委規則第４号 教委規則第４号  

（事務の内容） （事務の内容）  

第２条 教育委員会は、次の表の左欄に掲げる市長の補

助機関たる職員に同表右欄に掲げる事務を補助執行さ

せる。ただし、当該事務のうち、教育長及び教育次長

の執行する事務であったものについてはその上司であ

る局長又は区長に、熊本市教育委員会事務局事務専決

規程（平成２８年教育長訓令第２号）において次の各

号に掲げる者の専決であったものについてはその上司

である当該各号に定める者に補助執行させる。 

第２条 教育委員会は、次の表の左欄に掲げる市長の補

助機関たる職員に同表右欄に掲げる事務を補助執行さ

せる。ただし、当該事務のうち、教育長及び教育次長

の執行する事務であったものについてはその上司であ

る局長又は区長に、熊本市教育委員会事務局事務専決

規程（平成２８年教育長訓令第２号）において次の各

号に掲げる者の専決であったものについてはその上司

である当該各号に定める者に補助執行させる。 

 

(1) 教育委員会事務局各部長 部長 (1) 教育委員会事務局各部長 部長  

(2) 教育委員会事務局各課長 課長又はまちづくりセ

ンター所長 

(2) 教育委員会事務局各課長 課長又はまちづくりセ

ンター所長 

 

労務厚生課長 (1) 教育委員会関係職員（市立学校の

教育職員及び学校栄養職員並びに市

立小学校、市立中学校及び市立特別

支援学校の事務職員を除く。）の扶

養手当、住居手当、通勤手当及び単

身赴任手当に係る届の認定に関する

こと。 

労務厚生課長 (1) 教育委員会関係職員（市立学校の

教育職員及び学校栄養職員並びに市

立小学校、市立中学校及び市立特別

支援学校の事務職員を除く。）の扶

養手当、住居手当、通勤手当及び単

身赴任手当に係る届の認定に関する

こと。 
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(2) 地方公務員法（昭和25年法律第26

1号）第22条の2第1項の会計年度任用

職員（外国語指導助手及び市立学校

（市立高等学校を除く。）の非常勤

講師を除く。）の通勤手当又は通勤

に係る費用弁償の認定に関するこ

と。 

生涯学習課長 (1) 生涯学習の推進に係る企画及び実

施に関すること。 

(2) 社会教育に関する諸施策の企画及

び実施に関すること。 

(3) 社会教育委員に関すること。 

(4) 公民館の設置及び廃止に関するこ

と。 

(5) 公民館の総括に関すること。 

(6) 関係教育機関との連絡及び調整に

関すること。 

文化財課長 文化財の保存及び活用並びに埋蔵文

化財の発掘調査に関すること。 

スポーツ振興課

長 

(1) 熊本市立学校施設使用条例施行規

則（平成14年教委規則第9号）第2条

第2項に定める夜間開放に関するこ

と。 

(2) 熊本市旧学校利用施設条例（平成2

9年条例第12号）第2条に定める施設

の開放（夜間に限る。）に関するこ

と。 

(2) 地方公務員法（昭和25年法律第26

1号）第22条の2第1項の会計年度任用

職員（外国語指導助手及び市立学校

（市立高等学校を除く。）の非常勤

講師を除く。）の通勤手当又は通勤

に係る費用弁償の認定に関するこ

と。 

生涯学習課長 (1) 生涯学習の推進に係る企画及び実

施に関すること。 

(2) 社会教育に関する諸施策の企画及

び実施に関すること。 

(3) 社会教育委員に関すること。 

(4) 公民館の設置及び廃止に関するこ

と。 

(5) 公民館の総括に関すること。 

(6) 関係教育機関との連絡及び調整に

関すること。 

文化財課長 文化財の保存及び活用並びに埋蔵文

化財の発掘調査に関すること。 

スポーツ振興課

長 

(1) 熊本市立学校施設使用条例施行規

則（平成14年教委規則第9号）第2条

第2項に定める夜間開放に関するこ

と。 

(2) 熊本市旧学校利用施設条例（平成2

9年条例第12号）第2条に定める施設

の開放（夜間に限る。）に関するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森の都推進部への集約業務につき、教

育委員会から補助執行とするもの 

【担当課】 

学校の高木管理、学校林の維持管理：
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みどり公園課長 (1) 学校の高木管理に関すること。 

(2) 学校林の維持管理に関すること。 

花とみどり協働

課長 

 学校緑化コンクールに関すること。 

 

各区役所区民課

長、各総合出張

所長及び芳野分

室長 

学齢児童生徒に係る転入学通知書の

作成、交付及び通知に関すること。 

各区役所総務企

画課長 

(1) 熊本市立学校施設使用条例施行規

則第5条第1項に定める夜間開放学校

施設の使用許可に関すること。 

(2) 熊本市旧学校利用施設条例第2条に

定める施設の使用許可に関すること

（西区役所総務企画課長に限

る。）。 

(3) 各区内公民館の連絡及び調整並び

に生涯学習支援に関すること。 

各まちづくりセ

ンター所長 

(1) 生涯学習支援に関すること（河内

まちづくりセンター所長及び城南ま

ちづくりセンター所長を除く。）。 

(2) 公民館の管理及び運営に関するこ

と（河内まちづくりセンター所長及

び城南まちづくりセンター所長を除

く。）。 

(3) 公民館の使用許可に関すること

（河内まちづくりセンター所長及び

城南まちづくりセンター所長を除

【新設】  

 

【新設】  

 

各区役所区民課

長、各総合出張

所長及び芳野分

室長 

学齢児童生徒に係る転入学通知書の

作成、交付及び通知に関すること。 

各区役所総務企

画課長 

(1) 熊本市立学校施設使用条例施行規

則第5条第1項に定める夜間開放学校

施設の使用許可に関すること。 

(2) 熊本市旧学校利用施設条例第2条に

定める施設の使用許可に関すること

（西区役所総務企画課長に限

る。）。 

(3) 各区内公民館の連絡及び調整並び

に生涯学習支援に関すること。 

各まちづくりセ

ンター所長 

(1) 生涯学習支援に関すること（河内

まちづくりセンター所長及び城南ま

ちづくりセンター所長を除く。）。 

(2) 公民館の管理及び運営に関するこ

と（河内まちづくりセンター所長及

び城南まちづくりセンター所長を除

く。）。 

(3) 公民館の使用許可に関すること

（河内まちづくりセンター所長及び

城南まちづくりセンター所長を除

学校施設課 

学校緑化コンクール：指導課 
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く。）。 

(4) 公民館の事業の企画及び実施に関

すること（河内まちづくりセンター

所長及び城南まちづくりセンター所

長を除く。）。 

(5) 中央公民館に関すること（中央区

まちづくりセンター所長に限

る。）。 

(6) とみあい図書館の図書、記録、郷

土資料、地方行政資料、刊行物その

他必要な資料の収集、整理、保存及

び廃棄に関すること（富合まちづく

りセンター所長に限る。）。 

(7) とみあい図書館サービスに関する

こと（富合まちづくりセンター所長

に限る。）。 

(8) とみあい図書館事業の企画及び実

施に関すること（富合まちづくりセ

ンター所長に限る。）。 

各交流室長 (1) 生涯学習支援に関すること。 

(2) 公民館の管理及び運営に関するこ

と。 

(3) 公民館の使用許可に関すること。 

(4) 公民館の事業の企画及び実施に関

すること。 

(5) 五福小学校プールの管理及び運営

に関すること（五福交流室長に限

く。）。 

(4) 公民館の事業の企画及び実施に関

すること（河内まちづくりセンター

所長及び城南まちづくりセンター所

長を除く。）。 

(5) 中央公民館に関すること（中央区

まちづくりセンター所長に限

る。）。 

(6) とみあい図書館の図書、記録、郷

土資料、地方行政資料、刊行物その

他必要な資料の収集、整理、保存及

び廃棄に関すること（富合まちづく

りセンター所長に限る。）。 

(7) とみあい図書館サービスに関する

こと（富合まちづくりセンター所長

に限る。）。 

(8) とみあい図書館事業の企画及び実

施に関すること（富合まちづくりセ

ンター所長に限る。）。 

各交流室長 (1) 生涯学習支援に関すること。 

(2) 公民館の管理及び運営に関するこ

と。 

(3) 公民館の使用許可に関すること。 

(4) 公民館の事業の企画及び実施に関

すること。 

(5) 五福小学校プールの管理及び運営

に関すること（五福交流室長に限
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る。）。 
 

る。）。 
 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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